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告
　
示

◯
字
の
名
称
の
変
更
（
三
六
八
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
三
六
九
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
の
認
可
（
三
七
〇
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
三
七
一
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
三
七
二
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
２

公
　
告

◯
災
害
対
策
基
本
法
に
よ
る
指
定
地
方
公
共
機
関
の
指
定
（
総
合
防
災
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
事
業
者
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
際
に
準
拠
す
べ
き
指
針
の
変
更
（
情
報
公
開
課
）
…
…
…
…
３

◯
地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン

ガ
ー
プ
リ
ン
ト
（
情
報
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

館
市
の
区
域
内
の
字
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

変
更
前
の
字
の
名
称

扇
田

独
鈷

中
野

味
噌
内

新
館

達
子

笹
館

谷
地
中

片
貝

八
木
橋

白
沢
水
沢

小
坪
沢

大
H

変
更
後
の
字
の
名
称

比
内
町
扇
田

比
内
町
独
鈷

比
内
町
中
野

比
内
町
味
噌
内

比
内
町
新
館

比
内
町
達
子

比
内
町
笹
館

比
内
町
谷
地
中

比
内
町
片
貝

比
内
町
八
木
橋

比
内
町
白
沢
水
沢

比
内
町
小
坪
沢

比
内
町
大
H
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一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

横
手
市
中
田
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

二
　
施
行
者
の
名
称

イ
オ
ン
株
式
会
社
　
代
表
執
行
役
　
岡
　
田
　
元
　
也

三
　
施
行
地
区

横
手
市
婦
気
大
堤
字
中
田
及
び
字
田
久
保
下
の
各
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

湯
沢
市
字
下
仁
井
田
二
十
一
番
地
二
　
株
式
会
社
ウ
ヌ
マ
地
域
総
研
湯
沢
支
社
内

五
　
施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
十
年
三
月
十
日

六
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七
　
変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
の
変
更
（
変
更
後
の
事
業
施
行
期
間
　
平
成
十
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
）

八
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

田
沢
湖
町
駅
前
東
土
地
区
画
整
理
事
業

二
　
施
行
地
区

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
男
坂
の
一
部

三
　
施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日

四
　
施
行
者
の
名
称

田
沢
湖
町
長
　
佐
　
藤
　
清
　
雄

五
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
　
終
了
認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿
角
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

鹿
角
都
市
計
画
下
水
道
（
鹿
角
市
公
共
下
水
道
）
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の

写
し

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称

鷹
巣
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

鷹
巣
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
鷹
巣
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
工
期
間

平
成
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

平
成
三
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号
及
び
平
成
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
六
号
の
事

業
地
に
、
鷹
巣
町
綴
子
字
佐
戸
岱
、
字
胡
桃
館
、
字
田
中
下
モ
、
字
中
堤
、
字
田
中
、
字
田
中

家
前
、
字
柳
中
、
字
掛
泥
向
、
字
掛
泥
、
字
古
関
、
坊
沢
字
下
大
野
、
字
中
柳
生
、
鷹
巣
字
西

屋
敷
、
字
北
家
後
、
字
平
崎
上
岱
、
脇
神
字
平
崎
川
戸
沼
、
字
平
崎
、
字
平
崎
上
岱
、
字
米
の

岱
、
字
赤
川
岱
及
び
字
西
陣
場
岱
を
加
え
る
。

（二）

使
用
の
部
分

２
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な
し

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
地
方
公
共
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
三
十
八
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
者
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
際
に
準
拠
す
べ
き
指
針
（
平
成
十
三
年
四
月

一
日
秋
田
県
公
告
）
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
公
表
す
る
。

変
更
後
の
事
業
者
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
際
に
準
拠
す
べ
き
指
針
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
一
　
趣
旨

一
　
こ
の
指
針
は
、
秋
田
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
者
が
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
自
主
的
に
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
際
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
よ
う
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
こ
の
指
針
は
、
個
人
情
報
の
処
理
形
態
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
っ

て
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
す
べ
て
の
事
業
者
を
対
象
と
す
る
。

三
　
事
業
者
は
、
自
ら
保
有
す
る
個
人
情
報
の
性
質
、
利
用
方
法
、
適
正
な
事
業
実
施
へ
の
影
響

等
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
指
針
に
定
め
る
事
項
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
て
、
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
　
定
義

一
　
こ
の
指
針
に
お
い
て
「
個
人
情
報
」
と
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人

が
識
別
さ
れ
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
が
識

別
さ
れ
得
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

二
　
こ
の
指
針
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
）
、
地
方
公
共
団
体
及
び

地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
及
び
事
業
を
営
む
個
人
を
い

う
。

三
　
こ
の
指
針
に
お
い
て
「
遺
族
」
と
は
、
事
業
者
が
死
者
を
本
人
と
す
る
個
人
情
報
を
保
有
す

る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

（一）

当
該
死
者
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
）
及
び
子

（二）

（一）
に
掲
げ
る
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
死
者
の
父
母

（三）

（一）
及
び
（二）
に
掲
げ
る
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
死
者
の
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟

姉
妹

第
三
　
事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
措
置

一
　
個
人
情
報
の
収
集

事
業
者
は
、
個
人
情
報
を
収
集
す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。

（一）

事
業
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
目
的
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
収
集
す
る
こ
と
。

（二）

適
法
か
つ
公
正
な
手
段
に
よ
り
収
集
す
る
こ
と
。

（三）

思
想
、
信
条
又
は
信
教
に
関
す
る
個
人
情
報
及
び
社
会
的
差
別
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の

公
　
　
　
　
　
　
告

３

名
　
　
　
　
　
称

社
団
法
人
秋
田
県
ト
ラ
ッ
ク

協
会

の
し
ろ
エ
ネ
ル
ギ
ー
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社

秋
田
県
厚
生
農
業
協
同
組
合

連
合
会

財
団
法
人
秋
田
県
成
人
病
医

療
セ
ン
タ
ー

社
団
法
人
秋
田
県
看
護
協
会

社
団
法
人
秋
田
県
薬
剤
師
会

事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
寺
内
蛭
根
一
丁
目
十
五

番
二
十
号

能
代
市
万
町
十
一
番
二
十
一
号

秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
十
番
十

六
号

秋
田
市
千
秋
久
保
田
町
六
番
十

七
号

秋
田
市
千
秋
久
保
田
町
六
番
六

号秋
田
市
千
秋
久
保
田
町
六
番
六

号

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
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あ
る
個
人
情
報
は
、
収
集
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
情
報
の
収
集
が
本
人
の
同
意

に
基
づ
く
と
き
、
事
業
の
適
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
正
当

な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（四）

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
目
的
を
本
人
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
本
人
か
ら
収
集
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
個
人
情
報
の
収
集
が
本
人
の
同
意
に
基
づ
く
と
き
、
事
業
の
適
正
な
実
施
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（五）

（三）
及
び
（四）
の
た
だ
し
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
個
人
情
報
を
収
集
す
る
と
き
は
、
個
人

の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
個
人
情
報
の
適
正
管
理

事
業
者
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
て
、
そ
の
保
有
す
る
個
人
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（一）

個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
及
び
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
の
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（二）

保
有
す
る
個
人
情
報
は
、
取
り
扱
う
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
正
確
か
つ
最
新

の
も
の
に
保
つ
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（三）

保
有
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
個
人
情
報
は
、
確
実
に
、
か
つ
、
速
や
か
に
廃
棄
又
は
消

去
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（四）

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
者
が
、
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措

置
を
適
切
に
講
ず
る
よ
う
監
督
す
る
こ
と
。

（五）

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
と
き
は
、
受
託
者

に
対
し
、
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

三
　
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供

事
業
者
は
、
個
人
情
報
を
当
該
事
業
者
内
で
利
用
し
、
又
は
当
該
事
業
者
以
外
の
も
の
へ
提

供
す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。

（一）

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
目
的
の
範
囲
内
で
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
。

（二）

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
目
的
の
範
囲
を
超
え
る
個
人
情
報
の
利
用
又
は
提
供
は
行
わ
な
い

こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
事
業
の
適
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（三）

（二）
の
た
だ
し
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
個
人
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
と
き
は
、

個
人
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
個
人
情
報
の
開
示
等

事
業
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
本
人
若
し
く
は
遺
族
又
は
こ
れ
ら
の
法
定
代
理
人

（
以
下
「
本
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
本
人
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
等
を
求
め
ら
れ
た
場

合
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（一）

本
人
等
か
ら
本
人
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
事
業
の

適
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
を
除

き
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
。

（二）

本
人
等
か
ら
本
人
の
個
人
情
報
の
事
実
の
誤
り
に
つ
い
て
訂
正
（
追
加
及
び
削
除
を
含

む
。
）
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
内
容
が
正
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

事
業
の
適
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

き
を
除
き
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
。

（三）

本
人
等
か
ら
本
人
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
利
用
の
停
止
等
を
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合

に
お
い
て
そ
の
内
容
が
正
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
事
業
の
適
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
。

五
　
責
任
体
制
の
確
立

（一）

事
業
者
は
、
個
人
情
報
が
適
正
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
責
任
体
制
の
確
立
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（二）

事
業
者
は
、
個
人
情
報
が
適
正
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
従
業
員
等
の
意
識
の
啓
発
等
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（三）

事
業
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
本
人
等
か
ら
本
人
の

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
苦
情
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

第
四
　
県
が
出
資
す
る
法
人
の
特
例

事
業
者
の
う
ち
条
例
第
四
条
第
二
項
の
「
県
が
出
資
す
る
法
人
の
う
ち
実
施
機
関
が
定
め
る

も
の
」
に
該
当
す
る
者
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
県
の
実
施
機
関
が
取

り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
措
置
に
講
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

第
五
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項

事
業
者
の
う
ち
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
を
い
う
。
）
は
、
こ

の
指
針
の
ほ
か
、
同
法
第
四
章
の
規
定
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー

プ
リ
ン
ト
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
に
関
し
、
次
の

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
り
算
出
し
た
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

４
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
由
利

郡
矢
島
町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
認

可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
西
ノ
又
地
区
第
二
工
区
土
地
改
良
総
合
整
備

事
業
（
一
般
型
）
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

協
和
町
か
ら
土
地
改
良
事
業
（
和
田
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
に
係
る
工
事
が
平
成
十
六
年
三
月

十
五
日
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

５

（
注
）
こ
の
表
に
掲
げ
る
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
種
類
又
は
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
大
文
字
又
は
小
文
字
の
相
違
、
空
白
又
は
「
：
」
の

有
無
等
表
示
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

ハ
ッ
シ
ュ
関
数

Ｓ
Ｈ
Ａ
―
１

Ｍ
Ｄ
５

４
８
９
Ｅ
　
Ａ
１
Ｄ
５
　
２
１
Ｆ
８
　
９
Ｃ
４
５
　
４
６
１
７

６
６
Ｅ
４
　
Ｃ
Ｃ
７
Ｄ
　
Ａ
Ｄ
０
５
　
７
７
２
５
　
Ａ
３
１
８

Ｆ
Ｅ
：
Ｄ
Ｆ
：
Ｂ
２
：
Ｅ
４
：
３
５
：
９
８
：
Ｅ
Ｆ
：
Ｄ
Ｅ
：

０
２
：
７
８
：
８
１
：
Ｆ
０
：
Ａ
１
：
Ｃ
０
：
Ｅ
５
：
７
９

フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
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